


　4月6日、豊郷町役場にて、平成28年度「豊郷町交通指導員」の委嘱
状交付式と「交通安全シルバーキャラバン隊員」の任命式が行われま
した。
　春、秋の交通安全運動、毎月1日、

15日の早朝見守り活動や役場前でのマナーアップ啓発活動など交
通安全啓発活動に年間をとおして尽力していただきます。
　交通指導員・シルバーキャラバン隊員の皆さま、よろしくお願い
します。

　4月11日、町内の各小中学校で入学式が行われ、豊郷小学校
４６名、日栄小学校３７名、豊日中学校７１名の新入生たちが
新たに学校生活をスタートさせました。多くの在校生、保護者
の皆さんが見守る中、初々しい新入生たちが式場へ入場。緊
張もあったかと思いますが、新入生たちは名前を呼ばれると
元気に「はい！」と答えていました。
　これから始まる学校生活は多くの出会いや新しいことの
連続でしょう。いろいろな経験をとおして成長して欲しいも
のです。
　また、両小学校の式が始まる前に新入生を対象に町長、副
町長、彦根警察署の方々などを交えて、交通安全の啓発活動
が行われました。

まちの話題

新1年生、小中学校入学式！！！

交通指導員委嘱状交付式、
シルバーキャラバン隊員任命式が行われました

▲豊小入学式の様子

▲日栄小入学式の様子

▲豊日中学校入学式の様子

▲交通安全啓発活動の様子（豊小）

▲交通安全啓発活動の様子（日栄小）

！！
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　春の全国交通安全運動が展開される中、４月１４日に豊郷病院
正面玄関において来院者を対象とした交通安全啓発活動が行わ
れました。彦根警察署交通課
の警察官を始め、交通指導
員、シルバーキャラバン隊員

の皆さんにもご協力いただき、声かけと同
時に、反射材がついている啓発品を配布しました。
　日ごとに暖かくなり、気がゆるんでしまいがちな時期です。ま
た、日暮れも遅くなりますが、夜道を歩くときは反射材を活用し、
交通事故を未然に防止しましょう。

　4月19日、丸紅㈱の新入社員122名が新入社員研修のた
め本町を訪れました。
　新入社員の皆さんは、旧校舎群の講堂にて滋賀大学の宇
佐美教授から創始者である伊藤忠兵衛氏、古川鉄治郎氏の
近江商人の功績や創業の理念などのレクチャーを受け、そ
の後、旧校舎内と伊藤忠兵衛記念館を見学されました。1日
の研修を通じ、これから勤めていかれる丸紅のルーツを学
ばれた皆さんが今後、国内外で大いに活躍されることをお
祈りしています。

　4月14日から17日の4日間の新入社員研修で、東京の伊藤
忠丸紅鉄鋼㈱の新入社員37名が豊郷町に来られました。
　この研修は、伊藤忠商事・丸紅の創始者である伊藤忠兵
衛氏の出身地である豊郷町で研修を行い、その中で近江商
人の三方よしの精神を学ぶという目的で行われています。
　新入社員の皆さんは、4日間のスケジュールで伊藤忠兵衛
記念館と旧校舎群にて伊藤忠兵衛氏や古川鉄治郎氏の功
績を学んだ後、フィールドワークで町内を回り豊郷町の活性化をテーマにプレゼンテーションを行われ
ました。また、農家さんのお宅で農作業体験をされたほか、最終日には吉田の祭りに参加し積極的に地
域の方々と交流をされました。
　新入社員の方は「地域の方々と交流できてとてもよかった」と言っておられ、吉田の方も「今年も新入
社員の方が来て手伝ってくれて助かった」と言っておられました。まさに「三方よし」の関係が築けてい
るのではないかと思います。
　4日間の研修で学ばれた「三方よし」の精神を忘れずに今後に生かしていただければと思います。

まちの話題

豊郷町にゆかりのある企業の新入社員研修を行われました

豊郷病院交通啓発

伊藤忠丸紅鉄鋼新入社員研修

丸紅新入社員研修
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まちの話題

　毎年省エネルギーの一環とし
て、夏には「職員のエコスタイル
（ノー上着、ノーネクタイ）」を実
施しています。今年は５月１日
(日)から10月31日(月)まで実施
することになりま
した。皆さまの
ご理解とご協力
をよろしくお願
いします。

平成28年度各字役員さん　よろしくお願いします

委員　西山 與喜男さん（再任）

　任期は平成28年４月１日から平成31年３月31日ま
での３年間です。

　平成28年3月31日付けで任期満了されました公平
委員会委員３名が再任されましたのでご紹介します。
　任期は、平成28年４月１日から平成32年３月31日
までの４年間です。

固定資産評価審査委員

委員長　浦部 善弘さん（再任）
委　員　伊藤 克己さん（再任）
委　員　古市 和子さん（再任）

公平委員公公公公公平平平平平委平平委委委委員委員員員公平委員
夏

お知らせ

問い合わせ先
総務課　☎３５－８１１１

（敬称略）

区　長 区長代理 農業組合長 衛生班長 公民館分館長 自警団長

石畑 角田　清武 村岸　三男 村岸伊知男 中野　郁子 中嶋　　要 角田　隆嗣

四十九院 前田　峰夫 岸田　義彦 加藤　　茂 大橋　富夫 藤野　克己 藤野　拓也

安食西 村伊兵衞 横井　忠夫 田中　敬治 岸田　　修 安居　博文 浅居　忠儀

安食南 中川捨次郎 岸田　雅春 田中　雅彦 廣田　真数 田中　賢蔵 岸田　雅春

三ツ池 植田　利之 浅居　修一 植田　昭彦 尾上　　博 大西　貴人 植田　利之

大町

高野瀬 久木　　保 青山　新治 棚池　　薫 藤野　末男 田中　尚彦 辻　　定治

沢 𠮷田　志郎 澤　　國夫 岡村　延一 山﨑　　明 西澤　恭平 北村　宗久

下枝 上田　寛之 西堀　謙二 坂下　貞夫 師　　明 喜多　義博 佐々木　聡

上枝 小林　　太 藤野　秀明 北川　秋男 北村　昭博 髙橋　克己 辻　　祐介

吉田 辻　　敏夫 上田　文一 中野　英三 礒部　七郎 高橋　　彰 上田　常雄

雨降野 西山　正昭 西山　太藏 北川　稔彦 北川　貢次 西山　康博 西山　将吾

八町 夏原　哲夫 西山　一男 夏原　文和 夏原　清司 加藤太嘉司 北川　元樹

八目 山﨑　芳美 北川　悟司 岸田　和士 嶋瀬　陽平 岩崎　修也

杉 中川　和次 北村　純一 長谷川次男 長谷川次男 堀田　勝己 清水　一平

日栄 前田　　豊 森　　正則 ⻆田　博敏 樋口　貞明 角田　光則 辻井　孝則
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　過去5年以内に納め忘れた国民年金保険料を納
付することで将来の年金額を増やすことができる
「後納制度」が、平成27年10月から3年間限りの
特例として開始されました。なお、老齢基礎年金を
受給している方などは、後納制度の利用はできま
せん。
　後納制度を利用するには、申込みが必要です。詳
しくは「国民年金保険料専用ダイヤル」(0570－
011－050)またはお近
くの年金事務所へお問い
合わせください。

ルールとマナーを守り人もペットも

快適に暮らせるまちへ

し尿収集カレンダー　（6月分）

※「―」の日時は、他町の集落の収集日となっています。
※字名の後にある○印の数字は、お申し込みいただいた収集回数を表しています。
　①は1ヶ月に1回、②は２ヵ月に1回、③は３ヶ月に１回での収集申し込みを表します。
　　(例)「安食西①」の場合は、１ヶ月に１回収集で申し込んでいただいている安食西のお宅の収集日です。
　なお、今月の収集予定表に記載のない字については、翌月以降の収集となります。
※不定期でお申し込みの方は、原則として「不定期日」での収集となります。
※１ヶ月に２回のお宅については、原則１回目をご自分の字の月１回収集日（①）に行い、２回目を１回
目から１５日後（2～3日は前後します）に収集します。

問い合わせ　湖東広域衛生管理組合（☎ ３５－４０5８） 
    　　　　  クリーンライフ湖東有限責任事業組合（☎ ３５－５２０５）

安食西①②
安食南①

沢①・下枝①②・高野瀬②
石畑①・吉田①③
雨降野①③・八町①
三ツ池①②

杉②③・日栄①②③
大町①・四十九院①・高野瀬①・大町①

安食南②

1日（水）
 6日（月）
9日（木）

 13日（月）
16日（木）
20日（月）
23日（木）
27日（月）
29日（水）

安食西①②
安食南①

沢①・下枝①②・高野瀬②
石畑①・吉田①③

不定期
三ツ池①②

杉②③・日栄①②③
不定期
安食南②

午　後午　前日

クリーン通信　／　国民年金
住民生活課　  ☎35-8115

　ペットは私たちの生活に癒しや
安らぎを与えてくれる大切な存在
である一方、一部の心ない飼い主
による散歩中のふんの放置、放し
飼いにより庭や畑を荒らしたりす
る被害、鳴き声などが周囲に迷惑
をかけています。
　飼い主としてのルールとマナー
を確認し、人とペットが快適に暮
らせるまちにしましょう。　

金保険料年金民年金国民国民 料保険料国国国国民年金保険料料料金保金保保金保険民年国民年金保保国民年金保険料民民年金保険料金金保保年年 険険険料険国民年金保険料国国民民年年金金保保金保険険険料険料
ててについてについて度」に度」に制度度納制後納「後後納納後後納制「後後後納後納制制度度制度」につい制度」につい制制度度」」ににつついいいいてててて

国民年金保険料
「後納制度」について

5
2016年
5月号



　自立と共生に向け、豊かなとよさとを創造するための礎は、「人づくり」であり
ます。昨年は、本町の教育政策の方向性を明確にした「大綱」も策定され、また、
第一回総合教育会議が開催されました。
　そこで、教育委員会では、時代の変化に対応したさまざまな教育施策を展開
してまいりますので、ご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

教育委員会

平成28年度教育行政方針

Ⅰ. 「生きる力」を育む教育の推進

Ⅲ. 学び支え合う教育の推進 Ⅳ. 健康で笑顔あふれる事業の推進

Ⅱ. 育ちを支える教育の推進
１ 豊かな心を育む教育の推進（徳）
○心身の健康は、まず家庭　○すべての子に居場
所のある園・学校　○自立と共生に向けた社会性
の育成　○互いの人権を尊重する心や態度の育
成　○感性を豊かにする活動の推進
２ 確かな学力を育む教育の推進（知）
○学ぶ力を高め、確かな学力をつけるための授業
改善　○学びの機会の充実　○課題を解決する
ための思考力・判断力・表現力の育成　○学習に
取り組もうとする意欲の喚起　○多文化共生社会
に向けた国際理解教育の推進

３ 健やかな体を育む教育の推進（体）
○規則正しい生活習慣の改善・向上　○体力の向
上と健康教育の推進　○健全な心身を育む食育
の推進　○歯および口腔の健康づくりの推進
４ 多様なニーズに対応した教育の推進
○共生社会の実現に向けたインクルーシブ教育
の構築　
○一人ひとりを大切にする特別支援教育の充実
５ 進路・就労の実現に向けた教育
　 の推進
○自己実現を図る進路指導の
充実　○中学生チャレンジ
ウィーク事業の充実

１ 魅力と活力があり、信頼される園・学校づくり
○地域と共に歩む特色ある学校づくり
○学校評価の改善工夫と保護者・地域への公表
○地域に開かれた園・学校活動の推進
２ 教師力を高め、子どもの力を伸ばす実践力の向上
○町内勤務教職員の先進地
研修の実施　○教職員の専
門性、指導力向上を図る研究・
研修の充実○保・ 幼・小・中連
携や小中授業で取り組むなめ
らかな教育の推進
３ 教育相談や子育て支援の充実
○学校や園における教育相談活動の充実　○ス
クールカウンセラーを活用した教育相談の充実
　○子育て支援センター・学童保育・保健福祉課
等、関係機関との連携　○子ども・家庭支援を目
的にした教育相談活動の充実　
４ 安心安全な園・学校づくり
○居場所のある園・学校づくり　○交通安全指導
の強化　○防災教育や防災体制の見直し
５ 地域で子どもを育てる環境づくり
○家庭との連携による学びの推進　
○PTA活動の活性化
○地域・保護者・関係機関との連携強化

１ 「つどう」・・・地域の担い手を育てる仕組み
○「絆」を深める地域づくりのための人材育成
○分館活動を中心とした地域活性化の推進
○気軽に立ち寄れる社会教育施設の充実
２ 「まなぶ」・・・豊かな教育資源を生かした事業の推進
○文化の香り高い講座や研修の充実　○子ども読書
活動の具現化に向けた事業の推進
○個々の生涯学習の推奨
３ 「むすぶ」・・・お互いにつながる
　 地域社会づくりの構築
○「地域の一員」である青少年の
健全育成　○人権教育の推進と啓発、人権意識の
高揚　○地域間、世代交流の推奨

１ スポーツをすることからスタート
○身近に取り組める運動の推奨　○地域のス
ポーツ事業への支援　○スポーツ観戦の推奨
２ スポーツをする人への支援
○世代間、地域間で楽しくス
ポーツ交流　○アザックとよ
さと等、各団体との連携
○高齢者、スポーツ少年団、
中学校等の活動支援
３ スポーツ環境の発展と基盤強化
○町民の交流の場づくりと施設の充実　○ニュー
スポーツの推奨　○スポーツ推進計画の見直し
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教育委員会

朝ごはんは、一日のエネルギーの源
ー学力と関係がありますー

とよさとの子育て
ー次のことを大切にしますー

１．「ありがとう」「ごめんなさい」が言える子
○心を育みます
　謙虚な心で相手のことを思いやる子を育てます
　「大人の後ろ姿を見て子どもは育ちます」　
○ほめることを大切にします
　よいところを見つけ、ピンポイントでほめます
　ほめられ自信を持つと意欲に通じます
２．聞く（聴く）ことのできる子
○「聞く・聴く」姿勢、「話すことば」を大切にします
　傾聴の姿勢と心で聴くことを大切にします　
○信頼感と安心感を育てます
　アイコンタクトをとりながら話します
３．家庭学習「学年×１０分」が継続できる子
○学ぶ力の基礎を大切にします
　机に向かう習慣化を図ります
○「家庭学習手引き」を活用します
　保護者の支援が我が子を伸ばします

４．本に親しむ子
○美しい日本語を大切にします
　文化施設や図書館を活用します　
○読み聞かせ（語り）をします
　考える力がつき、心を豊かにします
　ことば数（語彙力）がふえます

５．本物を体験する子
○本物に触れ、感性を育みます
　視る、聴く、匂う、味わう、触れるなど五感を通した体験活動を取り入れます
○きれい、素敵だと感じる心を大切にします
○幼児の遊び好き、児童生徒の運動好きな子を育てます

保幼小中の連携

　毎年、全国学力・学習状況調査が実施されています。本町の結果を見てみ
ますと少しずつ伸びてきていますが、なかなか厳しいところもあります。そ
んな中で子ども達の食事に目を向けると、平成２７年度２月調査では、本町
の小学生中学生の朝食の摂食率は、小学生81.1％、中学生81.8％が朝ごは
んを食べており、このことは県内において下位に位置します。子どもの学力
と食事は、大きな関係があると言われています。また、成長期の子どもに
とって健全な食生活は、健康な心身を育むために欠かせないものであり、
将来の食生活・食習慣・食文化の形成に大きな影響を及ぼします。今一度そ
れぞれのご家庭で、食事についてお考えくださるようお願いいたします。
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軽自動車税  税制改正のお知らせ

税務課　  ☎35-8119
税だより

　車体課税のあり方も含めた自動車関係税制の抜本的見直しが行われ、平成26年度税制改正及び平成27年度税
制改正により、軽自動車税の税率変更が行われました。

　平成28年度課税から次のとおりとなります。

　平成27年4月1日以後に新車新規登録された車は「②新税率」の、平成28年4月1日以後の賦課期日（毎年4
月1日）現在に、新車新規登録から13年を超える車両は「③重課税率」のとおりとなります。
　なお、平成27年3月31日以前に取得されている車両および新車新規登録済みの車両は変更ありません。
（現在の税率である「①現行税率」のとおりとなります。）

　平成28年度課税時に、三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さ
いものについて、グリーン化特例（軽課）が適用されます。
　平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス基準と燃費基準を達
成した車両について、平成28年度のみ下の表の税率が適用されます。

原動機付自転車及び二輪車等

四輪以上及び三輪の軽自動車

三輪および四輪以上の軽自動車にグリーン化特例（軽課）が適用されます

車　種　区　分 平成27年度
まで

平成28年度
から総排気量 定格出力

原動機付
自 転 車

50㏄以下　 0.6kw以下 1,000円 2,000円
50㏄超90㏄以下 0.6kw超0.8kw以下 1,200円 2,000円
90㏄超125㏄以下 0.8kw超 1,600円 2,400円

ミニカー 20㏄超50㏄以下（三輪以上） 0.25kw超0.6 kw以下（三輪以上） 2,500円 3,700円
小型特殊
自動車

農耕用 1,600円 2,000円
その他 4,700円 5,800円

軽二輪（125cc超250cc以下） 2,400円 3,600円
小型二輪（250cc超） 4,000円 6,000円

車　種　区　分 ①現行税率 ②新税率 ③重課税率※
（平成28年度～）

軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円

軽四輪以上
乗用

自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円

貨物用
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

※平成28年度課税の重課税率対象車両は、平成14年12月31日以前に最初の新規検査をした車両（自動車検査証に記載されて
いる初度検査年月が平成14年以前の車両）となります。
 　動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引
車を除きます。

車　種　区　分
税 率（ 年 税 額 ）

（ア）税率を概ね75％軽減 （イ）税率を概ね50％軽減 （ウ）税率を概ね25％軽減

軽自動車

三　輪 1,000円 2,000円 3,000円

四輪
以上

乗　用
自家用 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円

貨物用
自家用 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円

（ア）電気自動車・天然ガス軽自動車（平成21年排出ガス10％低減）
（イ） 乗用：平成17年排出ガス基準75％低減達成かつ平成32年度燃費基準＋20％達成車
　　貨物用：平成17年排出ガス基準75％低減達成かつ平成27年度燃費基準＋35％達成車
（ウ）乗用：平成17年排出ガス基準75％低減達成かつ平成32年度燃費基準達成車
　　貨物用：平成17年排出ガス基準75％低減達成かつ平成27年度燃費基準＋15％達成車
※（イ）、（ウ）については、（揮発油）ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
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軽自動車の車検を受けるときの

納付書にて納付の方

軽自動車税納税証明書について
●納付書で納付された場合…納付書の右端が納税証明書です。
●口座振替で納付された場合…領収済通知書 (６月上旬にハガキにて発送 )の右端が納税証明書です。
※納税証明書は車検を受けるときに必要な書類です。車検証とともに大切に保管してください。
※軽自動車税納税証明書を紛失された場合は、役場税務課にて再発行します。

口座振替をご利用の方

税務課　  ☎35-8119
税だより

　県税と町税の滞納整理をさらに積極的に進めるため、県と愛荘町、豊郷町および甲良町が、
共同で税の徴収に取り組んでいます。
　平成 27 年 8 月から、滋賀県湖東合同庁舎（彦根市元町 4 番 1 号）に各町の徴収担当分室
を置き、県税と町税の徹底した滞納処分などを進めています。町民の皆様のご理解をお願い
します。
　取り組みの詳細については豊郷町税務課湖東分室（☎ 0749-47-5710）まで

軽自動車税納付書軽 自 動 車 税 納 付 書 兼 納 入 済 通 知 書（滋賀県豊郷町）
（滋賀県豊郷町）

軽 自動車税納付通知書兼領収証書（滋賀県豊郷町） 軽自動車税納税証明書
（滋賀県豊郷町）

この部分が納税証明書です。

軽  自  動  車  税  口  座  振  替  済  通  知  書 平成 年度 軽 自 動 車 税 納 税 証 明 書

親　展

平成 年度 軽 自 動 車 税 納 税 証 明 書

平成 年度 軽 自 動 車 税 納 税 証 明 書

28年５月31日

28年５月31日

28年５月31日

28

平成29年５月30日
平成28年５月31日

平成28年５月31日

平成28年５月

発行日　平成28年５月９日

平成28年度　全期

平成28年度　全期

平成29年度５月30日

平成28年度　全期
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問い合わせ先　税務課　☎３５－８１１９

平成28年度から個人住民税の特別徴収を徹底します

税だより
税務課　  ☎35-8119

　固定資産税額は、評価額ではなく課税標準額に税率をかけて計算します。平成６年度に、土地の評価
方法が変わり、ほとんどの地域で評価額が大きく上昇することになりました。　　
　そのため、税額が急に上がるのを防ぐために課税標準額を少しずつ上げていく措置（負担調整措置）
を講じています。負担水準の低い土地は評価額が下がっている場合でも税額が上がる場合があります。

負担調整措置

～滋賀県と県内すべての市町から事業主の皆様へ重要なお知らせです～

特別徴収のメリット
■給与所得者（従業員）は･･･
◎毎月、給与から徴収（引き去り）されるため、納め忘
れがありません。
◎納税のために、納期ごとに金融機関へ出向く必要が
ありません。
◎納期が、普通徴収（納付書、口座振替による納付）の
４回に比べ、特別徴収は１２回であることから、1回
当たりの負担が少なくて済みます。
■給与支払者（事業者）は･･･
◎市町が税額の計算を行うため、所得税と違い、税額
計算や年末調整の必要がありません。

　滋賀県と県内全ての市町では、一定の理由に該
当する場合を除き、平成28年度から所得税の源泉
徴収義務のある全ての事業者に対して、個人住民税
の特別徴収による納入を徹底することとしました。
　特別徴収制度は、給与支払者（事業者）が所得税
の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から
個人住民税（市町民税、県民税）を徴収（引き去り）
し、納入していただく制度です。
　地方税法および各市町の条例により、給与を支払
う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者とし
て、個人住民税を特別徴収していただくことが義務
付けられています。
　なお、従業員が常時１０名未満の事業者は、申請に
より、通常１２回の納期を２回とすることができます。

　特別徴収の手続など詳しくは、以下の電話番号ま
でお問い合わせください。

区　分 負担水準 当　年　度　課　税　標　準　額

商
業
地
等

70％超過 当年度評価額× 70％
60％以上 70％以下 前年度課税標準額に据え置き

60％未満
前年度課税標準額に当年度評価額の５％を加算
ただし、当年度評価額の 60％を超えるときは 60％相当額
　　　　当年度評価額の 20％未満のときは 20％相当額

住
宅
用
地

100％ 前年度課税標準額に据え置き

100％未満

前年度課税標準額に当年度本則課税標準額の５％を加算
当年度本則課税標準額の 20％未満のときは 20％相当額
※本則課税標準額 ＝ 評価額 × 住宅用地特例率
住宅用地特例率　小規模住宅用地　１/６
　　　　　　　　一般住宅用地　　１/３

「負担水準」 ＝ 前年度課税標準額 ÷ 当年度評価額（本則課税標準額）
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平成28年4月から
介護保険料が変わりました

平成28年4月から
介護保険料が変わりました

医療保険課　  ☎35-8117

　平成 28 年度および 29 年度の所得段階に応じた介護保険料は下表のとおり変わりました。
　ご理解とご協力をお願いします。

　4月15日、愛犬4町（愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町）で認知症の疑いがあ
る人の初期支援を行い、自立支援のサポートを行う認知症初期集中支援
チーム「オレンジファイブ」の開所式をパストラールとよさとにて行いました。
　オレンジファイブは、各4町の地域包括支援センターや主治医等と連携し
ながら、認知症で悩んでいる人や家族に、必要な在宅医療・介護サービスを
提供することで、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り安心し
て住み慣れた地域の良い環境で、暮らし続けられることを目的としています。
　開所式では、支援チームの医師、成田実さんが「行政と連携して、認知症の
方でも住みやすい町になるように協力したい」と思いを語られました。
　本町では豊郷町地域包括支援センター（☎35-8057）が窓口となっておりますので、お気軽にご相談
ください。

段階内容 基準額に
対する割合 保険料月額 保険料年額

第１段階
生活保護受給者、世帯非課
税で、課税年金収入額＋合
計所得金額が 80万円以下

0.45 2,700 円 32,400 円

第２段階
世帯非課税で課税年金収入
額＋合計所得金額が 80 万
円超 120万円以下

0.75 4,500 円 54,000 円

第３段階
世帯非課税で課税年金収入
額＋合計所得金額が 120
万円超

0.75 4,500 円 54,000 円

第４段階
世帯課税かつ本人非課税で、
課税年金収入額＋合計所得
金額が 80万円以下

0.90 5,400 円 64,800 円

第５段階 世帯課税かつ本人非課税
で、第 4段階以外の人 1.00 6,000 円 72,000 円

第６段階 本人課税で合計所得金額
が、120万円未満 1.20 7,200 円 86,400 円

第７段階 本人課税で合計所得金額が、
120万円以上 190万円未満 1.30 7,800 円 93,600 円

第８段階 本人課税で合計所得金額が、
190万円以上 290万円未満 1.50 9,000 円 108,000 円

第９段階 本人課税で合計所得金額
が、290万円以上 1.70 10,200 円 122,400 円
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こころの健康に不安を持つ本人や家族からの相談に対して、医療・保健・
福祉の側面から対応します。

開催日時　平成２８年度日程　１３時３０分～１５時３０分（予約制） ☎２１－０２８３

うつ病やこころの健康に不安を持つ本人や家族等の相談に対して、医療
保健・福祉の側面から対応します。

開催日時　平成２８年度の日程　１４時～１５時３０分（予約制） ☎２１－０２８３

開催場所　原則として湖東健康福祉事務所（彦根保健所）にて実施しますが、必要に応じて訪問等を
　　　　　行います。
担 当  者　精神科医師　保健師

開催場所　原則として湖東健康福祉事務所にて実施しますが、必要に応じて訪問等を行います。
担 当  者　精神科医師　保健師

月
日

月
日

５月
19日

６月
16日

６月
17日

８月
19日

10月
21日

12月
16日

平成29年２月
17日

７月
21日

８月
18日

９月
15日

10月
20日

11月
17日

12月
15日

１月
19日

２月
16日

３月
16日

アルコール関連問題に関する本人および家族からの相談に応じ、早期
対応と継続的な援助を行います。

開催日時　平成２８年度日程　１４時～１５時３０分（予約制） ☎２１－０２８３

開催場所　原則として湖東健康福祉事務所にて実施しますが、必要に応じて訪問等を行います。
担 当  者　精神科医師　保健師

月
日

６月
３日

７月
１日

８月
５日

９月
２日

10月
７日

11月
４日

12月
２日

２月
３日

３月
３日６日

★相談はすべて予約制です。開催場所・問い合わせは
　湖東健康福祉事務所（彦根保健所）彦根市和田町４１番地　☎０７４９－２１－０２８３

平成29年
1月

医療保険課　  ☎35-8117
こんにちは保健師です
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豊郷町健康増進計画・食育推進計画を策定しました。

健康づくりは、住民一人ひとりが主体となって行うことが必要ですが、個人ひとり　　　　　　　

が継続して取り組むことは容易ではありません。

本計画は、健康寿命の延伸を目標に住民、町行政、団体、

学校等豊郷町全体が一体となって、健康づくりに取り組んで　　　

いくための施策を記載しています。　　　　　　　　　　　　　　　

まもなく、概要版をお届けしますのでご覧ください。　　

　健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間をいいます。平均寿命と健康寿命
の差は日常生活に制限のある不健康な期間を意味します。疾病予防・健康増進・介護予防対策によ
りこの差を短縮することが求められています。豊郷町では、健康寿命は男女ともに国、県を上回って
います。しかし、平均寿命と健康寿命の差が男性で７.３歳　女性では１２.１歳あります。

■平均寿命と健康寿命の比較（平成22年）

男 性 女 性

医療保険課　  ☎35-8117
こんにちは保健師です
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保健福祉課　  ☎35-8116

　「一億総活躍社会」の実現に向け、低所得の高齢者を対象に年金生活者等支援臨時福祉給付金を実施・
支給するものです。

 支給対象者 
　・平成27年度臨時福祉給付金の対象者のうち、平成28年度中に65歳以上になる方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (※昭和27年4月1日以前に生まれた方)
※ただし、住民税において「課税されている方の扶養となっている場合」や「生活保護の受給者と
なっている場合」などは対象外です。

 支給額      　
　・対象者１人につき 30,000円 ( １回限り )

 基準日 
　・平成27年１月１日
　　※基準日時点で豊郷町の住民基本台帳に記載されている方　

 受付等 
　◎「対象となる可能性のある方」に、５月上旬に郵送にて詳しいお知らせと申請書をお送りします。

手話奉仕員養成講座（前期）
聴覚障害のある人の生活や福祉制度についての理解を深めるとともに、手話で
日常会話を行う表現技術を学びます。
受講定員は20名程度（申込多数の場合は抽選とさせていただきます。）

平成28年6月23日（木）～平成28年12月8日（木）全25講座（実地学習3回含む）
毎週木曜日（ただし8月11日（木）、9月22日（木）、11月3日（木）は除く）
講義・実技等19時から21時

彦根市平田町594番地　彦根市障害者福祉センター　多目的室

手話の学習経験がない人、または、手話の学習経験がおおむね1年未満の人
（簡単な手話ができる程度の人）で、次のいずれも満たす人。
（1）前期・後期の両課程を履修できること。
（2）18歳以上（高校生は除く）で豊郷町に在住または豊郷町に通勤もしくは通

学していること。

無料。ただし、教材費(3,240円)と催しものの参加料は自己負担とする。

平成28年5月2日(月)から5月31日(火)まで
平日の午前8時30分から午後5時15分まで

申し込み用紙に必要事項を記入して豊郷町保健福祉課へ提出してください。

豊郷町保健福祉課　☎35－8116　FAX 35－4588

内容・主旨

日 時

場 所

対 象 者

費 用

募 集 期 間

申 込 方 法

問 合 せ 先

（参加費用）
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企画振興課　  ☎35-8112

５月は消費生活月間です！

　広告を見てスポーツ施設の無料体験に行ったところ、いきなり契約書への記入を求められ
「1万5千円の入会金を特別に5千円に割引くので、一緒に3カ月分の会費を前払いするように」
と言われた。夫の介護もあり、続けられるか不安だったが、契約書を記入しなければ体験もで
きないような雰囲気に負け、記入してしまった。帰宅してから確認すると、「脱会する場合は違
約金がかかる」とあり不安だ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（70歳代　女性）

＜ひとこと助言＞
☆広告などに「無料」と書いてあっても、何が無料なのかはっきりしない場合があります。申し
込む際は、「無料」となる内容や範囲、有料の契約を結ぶ前提があるのかを確認しましょう。

☆「特別割引」など特典を強調して契約を迫られても、その場で契約してはいけません。家族
や周囲の人に相談しましょう。契約する気持ちがなければ、きっぱり断ることも大切です。

☆不安に思ったときは、下記の消費生活窓口にご相談ください

消費生活相談窓口　企画振興課　☎35-8112／滋賀県消費生活センター　☎23-0999

くらしの「困った事」ご相談ください！！

司法書士法律相談会

「無料体験」のはずが…スポーツ施設会員に申し込むことに

無料・
予約制

場　　　所　彦根勤労福祉会館2階会議室（彦根市大東町４－２８）
日　　　時　平成28年4月より平成29年3月まで　
平日相談会　毎月第1・第3水曜日　１８時３０分～２０時３０分
土曜日相談会　毎月第3土曜日 ９時３０分～１２時３０分
相　談　例　相続で困っている。

クレジットやサラ金の返済に困っている。
貸したお金を返してもらえない。
公平な第三者を交えてもめごとを
話し合いで解決したい。　
 他にもお悩み、困った事があれば
 何でもご相談ください。

予 約 電 話　☎077ー527ー5576
　　　　　　（予約受付は相談日の3週間前から前日まで）
お問い合せ　滋賀県司法書士会

☎077ー525ー1093
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子育て支援センター　  ☎35-2450

お弁当タイム
　お友達と一緒にお昼ごはんは、
いかがですか。お母さんどうしの
「コミュニケーション」の場になっ
ています。よかったら昼食持参で
お越しくださいね。

　午後からは、おうちの人やお友達
といっしょに自由に遊んでいただけ
ます。ゆっくりとした時間が流れてい
きます。お母さんどうしの会話もはず
みます。・・・にぎやかな午後のひとと
きもあります。

☆子育てひろばに参加されているお子さんを対象にお誕生会も開催しています。
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子育て支援センター　  ☎35-2450
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午前
  ★★ ☆☆

人形劇観劇
豊郷幼稚園

★★
『サーキット』で

遊ぼう

午後 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば

午前
★★  

『おりがみ』
であそぼう

★★
『音の出るおもちゃ』

を作ろう

午後 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば

午前 ６月の
カレンダー作り

お誕生会
４・５月生まれ

　

６月の
カレンダー作り

  　図書館の
ぴよぴよお話会に
参加しよう

午後 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば

午前

　

『スタンプ』で
あそうぼう

　 ☆☆◎

プレイルーム
での活動

プレイルーム
での活動

午後 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば

親子ヨガ教室
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彦根市消防署犬上分署　  ☎38-3130

わずかな気の緩みが事故の元
「危険物」の取り扱いにご注意を！

 ■ 給油時の注意事項
　平成10年よりセルフ式ガソリンスタンドの設置が
認められたことから、誰でもガソリンなどの「危険物」
を取り扱えるようになりました。
　セルフ式ガソリンスタンドでは、給油が安全に行わ
れるように、危険物取扱者がモニターなどにより監視
を行っていますが、給油の手順や機器類の取り扱い
を誤ると、思わぬ事故が発生することになります。市
民の皆さんは、次の事項に十分注意して安全な給油
を行いましょう。

①給油の前にはエンジンを止め、車が動かないよ
うサイドブレーキをしっかり引く。

②それぞれの自動車に適した油種を選択する。

③「静電気除去シート」に触れてから給油キャップ
を開ける。

④給油ノズルを給油口の奥まで差し込み、レバー
をしっかりにぎって給油を行う。

⑤燃料タンクが満タンになれば自動的に給油が停
止するので、それ以上の注ぎ足し給油はしない。

⑥最後に、給油キャップを確実に締める。

 ■ ガソリンの携行について
　これから本格的なレジャーシーズンが到来します。
この時期には屋外のイベントにおける発電機の燃料
を運ぶために、携行缶を使うことがあります、この場
合、携行缶は消防法令に適合した金属製容器を使用
する必要があります。
　また、ガソリン携行缶を扱う方は、次のことに十分
注意してください。

①直射日光の当たる場所や高温となる場所にガソ
リン携行缶を保管せず、風通しのよい日陰など
に保管する

②周囲の安全を確認すること。ガソリン携行缶を
取り扱う場合は、周囲に火源になりそうなもの
がないか確認する。

③携行缶のフタを開ける前に発電機などのエンジ
ンを停止すること。

④携行缶のフタを開ける前にエア抜きをすること。

⑤ガソリンの噴出に注意すること。

　携行缶が暖められた状態でフタを開くと、携
行缶の内部圧力が上昇しているため、ガソリンや
可燃性の蒸気が大量に吹き出す可能性がありま
す。直射日光や発電機の排気ガスなどによりガ
ソリン携行缶が暖められている場合は、フタの
開放だけでなく、エア抜きすることも厳禁です。
すぐにガソリン携行缶を人のいない、火気のな
い風通しの良い日陰などに移動させ、ガソリン
の温度が常温程度まで下がったことを確認した
後に、ゆっくりとエア抜きをしてください。

わずかな気の緩みが事故の元です。
「危険物」の安全・確実な取扱いをお願いします。

　５月になると気温が上昇し、ゴールデンウィークを中心に家族旅行やアウトドアといった行事が増
えてきます。このとき、多くの方が「危険物」を取り扱っていることにお気づきでしょうか？
　「危険物」とは、身近なものではガソリン、軽油、灯油などのことを指し、自動車が普及している現代
においては、日常生活に欠かせないものとなっています。
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新しく入った本のなかから

町立図書館　☎35-8040

町立図書館　☎35-8040　／　社会教育課　☎35-8010 

西條　奈加（著）
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社会教育課　  ☎35-8010
とよさとNEWS

　３月５日に豊郷ミニバスクラブ卒団式を兼ねて６年
生を送る会を行いました。
　今年の送る会は京都でのストラップづくりと嵐山、
法輪寺へ行ってきました。
　大きなバスに乗って、京都へ出発！バスの中はとても賑
やかで、今年のチームらしいとても楽しい雰囲気でした。
　ストラップづくりでは、古銭かとんぼ玉をえらんで作
りました。ひもの色、とんぼ玉や古銭を自分で選び、自

分だけのストラップ。集中し
て取り組んでいました。楽し
い昼食の時間をはさみ、嵐山
へ向かいました。まずは、十
三詣りで有名な法輪寺へ向
かいました。しっかりみんな

でお参りし、少し早いですが
卒団生は十三詣りにもなりま
した。授けていただいた知恵
を返さなくてもいいように、
帰り、渡月橋を渡りきるまでは振り返らないように注
意して…なんとかみんな返さなくて済んだと思います。
　豊郷に戻ってきてから、卒団式を行いました。引き
締まった空気の中、卒団証書とみんなで作ったアルバ
ムを贈りました。また、卒団生からはこれからも仲間を
信じてがんばってほしいという熱い思いと言葉をいた
だきました。
　嵐山で授けていただいた知恵を十分に生かして、こ
れからもたくさんの事に全力で挑んでいってほしいと
思います。

　３月27日（日）に湖東体育館
で行われた第19回Ｓｏｕｔｈｅ
ｒｎ？杯に参加してきました。
このチームとしての最後の試
合ということもあり、会場に行

く前から子どもたちの気合が伝わってきました。
　このチームで最後の試合、そして６年生にとっては
ミニバス生活最後の試合ということで、少し気負い
もありましたが、コートの中を駆け回る姿、ボールを
必死に追う姿、ゴールを必死に守る姿、そしてリング

に向かう強い意志が見えるプレイに３人の成長を強
く感じました。残念ながら勝つことはできませんでし
たが、男子チームの中で本当によく走り、よく戦った
と思います。この日見せてくれた男子チームに負けな
いスピードはこの一年間
で一番だったと思います。
　この経験を活かして、そ
れぞれに新たなチームで
がんばってほしいと思い
ます。

八日市北カップ 優勝
　去る３月２０日（日）、八日市北カップ１年生
大会（現２年生）に参加してきました。当日は５
人制で８チームによるトーナメント形式の大
会です。トレーニングマッチでの試合経験は
あるものの、初の大会参加という緊張と本部
に並ぶトロフィーに目を輝かせながら試合に
挑みました。
　１回戦の相手は日野SCでしたが9-0で勝
利し準決勝に進みました。次の相手は北野
SCでお互いに攻めあいましたが 5-2 で勝利
し残すは決勝となりました。相手はプライマリーSCです。お互いに点を取り合
い4-4のままＰＫ戦となりました。周りから注目され緊張しながらのＰＫ戦でし
たが5-4で勝利し優勝することができました。この大会を通じて勝利すること
だけではなくサッカーの楽しさや周りの人への感謝、あいさつ、ルールなどもス
テップアップできたと思います。これからも一緒にがんばっていきましょう。

指導者代表　長谷川博一

優勝
おめでとう！

八日市北カップ
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とよさとNEWS

　４月２３日豊郷町民体育館において「豊郷町スポー
ツ少年団入団式」が行われ、１０８名の入団者が元気
よく入団式を迎えました。小林本部長、横井教育長
からスポーツ少年団活動をとおし「礼儀」「続けるこ
との大切さ」「思いやりのこころ」など学んでほしい
と述べられ祝
辞を頂戴しま
した。また、各

部のキャプテンが「指導して下さる指導者の方、応援して下さる保護
者に感謝の気持ち」を伝え、１年間の抱負を元気よく発表してくれま
した。また、２部では豊郷町スポーツ推進委員の皆さんによる交流会
が行われ、上級生は下級生を導きながら交流を楽しみました。

各 代 表 誓 い の 言 葉

　僕たち、豊栄クラブジュニアは
総勢55名で毎週土曜日、日曜日練
習にはげんでいます。練習する中
でぼく達には5つの約束がありま
す。

1、サッカーを楽しむ
2、仲間を大切にする
3、自分からあいさつする
4、ルールを守る
5、何事も当たり前の事と思わず感謝の心を持つ

　この約束を守り、日々練習に取り組んでいま
す。サッカーができるという事に感謝し、県大会
へ出場することを目標にチーム一丸となってがん
ばるので、これからも応えんよろしくお願いしま
す。

豊栄クラブジュニアキャプテン　大西　柊

　僕たち、豊郷剣道教室は、19人の
生徒と藤野彰先生、啓子先生を中心
とした先生たちで行っています。活
動時間は、火曜日と木曜日の2日
間、午後7時30分から8時30分まで
です。剣道は痛い、つらいというイ
メージがありますが、とても楽しい

ので、これからも続けていきたいです。
豊郷剣道教室　石川　晴貴

　私たち豊郷ミニバスケットチーム
は、久保川コーチの下で毎週水曜日
と土曜日に練習をしています。4月か
ら、男子11人、女子12人、合計23人で
力を合わせて、練習に取り組んでい
こうと思います。きびしい練習をの

りこえて、勝利を目指して頑張ります。ミニバスのお
父さん、お母さん応えんよろしくお願いします。

豊郷ミニバスキャプテン　古川　心

　僕たちスポーツ少年団野球部は
団員11名と少数ですが、新しい仲
間と共に大好きな野球にかける情
熱を白球にたくし日々練習をかさ
ねています。チームプレーは、一人
一人の想いが一つになってこそ、
成り立つスポーツであり、剣道、

サッカー、バスケのみなさんも同じです。
　土日の練習では、監督、コーチの熱意ある指導
と練習に協力してくれる家族に感謝の気持ちをこ
めて、僕たちができることはその想いを忘れず、
全力でチームをはげまし合い、試合、練習でプ
レーすることです。
　スポ少の6年間、今年が最後の年です。
　僕自身、多くのことを学びました。
　スポ少、最後の年、悔いのない1年を送りたい
と思います。
豊郷スポーツ少年団野球部キャプテン　西山　翼
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人権政策課　  ☎35-8113
人権だより

～「人権擁護委員の日」について～

高橋　文子 さん（吉　田）
西山　肇    さん（雨降野）
安田誠兵衛 さん（日　栄）
浅居　絹代 さん（安食南）

人権擁護委員さんです

『本人通知制度』をご利用ください！！

人権とは、私たちが社会生活において幸福な生活を営むた
めの必要な固有の権利であり、すべての国民に保障されてい
ます。
このことから1949年（昭和24年）6月1日に人権擁護委
員法が制定され、同日を「人権擁護委員の日」と定めました。
この日を中心として、全国的に相談所を開設するなど、人権
擁護のための活動を展開、人権尊重の啓発に努めています。
なお、本町においての相談日は次のようになっています。

豊郷町では住民票等の不正取得を防止するため、代理人
や第三者に住民票等を交付した場合、本人に交付した事実を
お知らせする登録型の「本人通知制度」を実施しています。
本人通知制度を利用されるには事前登録が必要となりま

すので、登録を希望される方は、本人確認書類（個人番号
カード、パスポート、運転免許証など）を持って、住民生活課ま
でご来庁ください。

定例相談日
5月25日（水）
13:30～15:30（隣保館）

「委員の日」
相談日

6月 1日（水）
13:30～15:30
（隣保館と豊郷小学校旧校舎群の2か所で開設します）

　

擁護委員さんは、
みなさんの相談パート
ナーです。困ったことがあっ
たらお気軽にご相談ください。
　なお、相談に関する内容等
は絶対に厳守いたします
ので、ご安心ください。

6月1日は「人権擁護委員の日」です

【問い合わせ先】　住民生活課　☎35－8115
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隣保館  ☎35-0611

『洋服などのシェアイベント』
～たくさんのご来館ありがとうございました～

3月27日（日）午前10時から14時まで、隣保館デイルームを会
場に『洋服などのシェアイベント～必要とされている方へつなぐ服
の分かち合い～』を開催しました。このシェアイベントの目的は、み
なさまのお家で不要になった服などを必要とされる次の方へつな
げていくというものです。当日までに、多くの方のご協力により、た
くさんの品物が集まりました。10時のスタートと同時に、家族連れ
を始め、幅広い年代のみなさんが各コーナーに集まり、大変にぎや
かなシェアイベントになりました。

◎今回のシェアイベントは、初
めての試みでしたが、洋服のつ
ながりが、人と人とのつながりに
なっていく、そんな雰囲気が会
場にあふれていました。イベン
トに関係していただいたみなさ
んありがとうございました！

☆洋服などの仕分け
から分類、そして当日の運営
と後片付けなど、イベントの全般
を担当していただいた　　　　
ボランティアスタッフ　　　　

のみなさんです　　

●意外とたくさん
そろっていたので
とてもよかった。

また、次回を楽しみに
しています！

◆制服とか体操 
服とか、子どもが
学校で使うものが、
もっとあれば助かり

ます。

■こんなイベント
をしてほかったので
家族で来ました。　
年に2回あればいい
と思います。

ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
♥ 豊郷町隣保館：☎35ー0611

伊藤町長も来られました
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お知らせ

～
場　　　所　 豊郷町役場別館３階会議室
相　談　員　 古市　和子さん
ご相談は無料・予約不要・秘密厳守です。
問い合わせ    総務課 　☎35－8111

　豊郷町では、毎月１回隣保館・相談室において、人権擁護委員による「人権なんでも相談所」を開設しています。
　ここでお受けした内容は徹底して守られますので、安心して「人権なんでも相談所」をご活用ください。

　また、大津地方法務局彦根支局においては、平日(火曜日から木曜日)の９時３０分～１６時３０分まで管内の人権擁
護委員が常駐していますので、お気軽にご相談ください。
　なお、詳しいことについては、大津地方法務局彦根支局総務係　☎２２－０２４２までお問い合わせください。

5月の相談日です
(13：30～15：30)

月　日 曜日 担　当　委　員 場　　　　所
5月２５日 水 人権擁護委員　２名 豊郷町隣保館（相談室）

問い合わせ先　人権政策課　☎３５－８１１3

平成28年度
国家公務員採用一般職試験

（高卒者試験）

　6月に法人設立15周年を迎えます。15周年
を記念しましてステップあップ21では地域の
みなさん、利用者さんとその家族のみなさん
に感謝を込めて下記のとおり感謝祭を開催し
ますので、ぜひご来場ください。

日時　6月4日（土）　11：00～14：30
会場　ステップあップ21（豊日中学校の前）
　　　豊郷町八目49番地
イベント内容
　　　・豊日中学校吹奏楽部による演奏（12：00ごろ）
　　　・施設利用者による音楽発表
　　　・作業所自主製品販売
　　　・琵琶湖の魚とふれあい
　　　・七宝焼き体験、陶芸体験（11：15～、12：30～）
　　　・お楽しみ抽選会（14：00ごろ）
お問い合わせ
　　　社会福祉法人とよさと　ステップあップ21
　　　☎ 35-0008  FAX 35-2123
　他にもイベントや模擬店など開催しますので
地域のみなさんのご来場をお待ちしています！

■試験の区分
　事務・技術・農業・農業土木・林業
■受験資格
①平成28年４月１日において高等学校または中
等教育学校を卒業した日の翌日から起算して
２年を経過していない者および平成29年３月
までに高等学校または中等教育学校卒業見
込の者

②人事院が①に準ずると認める者
■申込受付期間
　◎インターネット 　６月20日（月）～6月29日（水）
　◎郵送または持参　６月20日（月）～６月22日（水）
■第１次試験日　９月4日（日）
■試験地　京都市・大阪市・神戸市・奈良市・
　　　　 　 和歌山市・田辺市　　　　　　　
◎受験案内は5月9日（月）からホームページに掲載
します。（HP）「国家公務員試験採用情報NAVI」
http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

問い合わせ先　人事院近畿事務局
　〒553－8513　大阪市福島区福島１－１－60
　☎06－4796－2191（試験第二係）

社会福祉法人とよさと 法人設立15周年記念事業
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　６月は「不正改造車を排除する運動」の強化
月間です。詳しい情報はこちらから

http://www.tenken-seibi.com/
　不正改造車を見かけたら下記まで情報をお寄
せください。
「不正改造車・黒煙110 番」☎077-585-7252
滋賀運輸支局検査・整備・保安部門

大津地方法務局での
人権相談窓口の開設

大津地方・家庭裁判所での憲法週間記念行事
「裁判所謎解き体験見学ツアー
～古き判決文を解読せよ！～」の開催

お知らせ

彦根行政なんでも相談所の開設彦根行政なんでも相談所の開設
場　所　アル・プラザ彦根　６階　特設会場　
　　　　（大学サテライト・プラザ彦根）
時　間　午後１時30分～４時00分
受　付　午後１時00分～３時30分

日　時　土日祝日を除き、常時開設
　　　　午前8時30分～午後5時15分
場　所　大津地方法務局
　　　　（大津市京町3-1-1大津びわ湖合同庁舎
　　　 JR大津駅北口から徒歩3分）

申込先　大津地方法務局人権擁護課
　　　　☎077-522-4673

日　時　5月28日（土）
　　　　午後1時30分～午後3時30分頃（予定）
　　　　（午後1時受付開始）
場　所　大津地方・家庭裁判所庁舎本館
　　　　（大津市京町3-1-2　JR大津駅北口か
　　　ら徒歩約3分）
定　員　40人（同伴の保護者を含む。参加無料）
対象者　滋賀県内又はその近隣に在住する小学
　　　　4～6年生
　　　　　※要保護者同伴。ただし、1グループ
　　　　　につき保護者が1人いれば参加可能。
内　容　裁判所に関するクイズに答えて参加者
　　　自ら謎を解き、裁判所の施設を見学す
　　　る体験型のイベント
申込先　大津地方・家庭裁判所事務局総務課　
　　　（事前予約制、先着順）☎077-503-8112

開 

設 

期 

日

第 1 回
第 2 回
第 3 回
第 4 回

平成28年6月 2日（木）
　　　　 8月 4日（木）
 　　　 10月13日（木）
平成29年１月19日（木）

第 2 回 　　　 8月 4日（木）

第 4 回 平成29年１月19日（木）

問い合わせ　滋賀行政評価事務所　☎077－523－1100

暴力団に
かかわる！！
暴力団にかかわる交通事故示談、債権取立て、
不動産等の売買、家屋の賃貸、など
専門の相談員が親切に応対いたします。
お気軽にご相談下さい。

と　き：5月25日（水）
　　　 午後1時から午後4時まで
ところ：彦根市民会館（第1会議室）
　　　 （彦根市尾末町1-38）
指定暴力団組織の一覧や暴力団対策法をイラストを使い、分かりや
すく紹介しているほか、暴力団に関わる相談もメールで受け付けてお
ります。一度アクセスしてご覧下さい。

　日本武道館（東京都）で開催予定の全国戦没者追悼
式に参列されるご遺族を募集します。（8月14日～
15日、1泊2日の団体行動ができる方）

1.募集対象者
　戦没者（原爆、一般戦災死没者を含む）の原則とし
て配偶者、子、父母、兄弟姉妹、孫で県内在住の方。

　原則1柱1回ですが、2回目の参加を希望される方、
また障害をお持ちで介助者も同行を必要とする方
は下記までお問い合わせください。（2回目の方
は、交通費、宿泊費などの参加費用をご負担願う場
合があります。）

2.募集人数　50名程度
　※ 応募多数の場合は抽選とします。また、選考結果は6
　 月下旬に通知します。

3.参加費　5,000円程度
　※ 介助者の参加費用（交通費、宿泊費など）は全額負担と
　 なります。
4.募集期間　5月1日～5月31日　当日消印有効
5.応募方法
　はがきに①参加希望者の住所、郵便番号、氏名（ふり
がな）、生年月日、性別、戦没者との続柄、電話番号

　②戦没者の氏名（ふりがな）、戦没時の本籍都道府県
名、陸軍・海軍の別を記入して下記まで郵送ください。
6.申込みおよび問合わせ
　〒520-8577　大津市京町四丁目1-1
　健康福祉政策課　援護係　☎077-528-3514

主催： 滋賀県暴力団追放推進センター　犬上・彦根暴力追放住民会議公　　益
財団法人

滋賀県暴力団追放推進センターのホームページ公　　益
財団法人

滋賀県暴力団追放推進センター公　　益
財団法人

■HPアドレス http://www.shiga-boutsui.jp/

お問い合せは
☎077-525-8930

全国戦没者追悼式への参列者募集
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測定日 測定時間 天候 放射線量

未

規　格：縦55ミリメートル×横75ミリメートル
掲載料：1枠当たり3千円（発行2,600部）
※広告の掲載基準等がございます。
詳細は企画振興課までお問い合わせください。

問い合わせ先　☎35－8112

広告募集

乳幼児健診 5月・6月分
場所は 豊栄のさと いきいきルーム です。

お子さんの体調がすぐれない・発熱（37.5 度以上）等の場合は、必ず保健師
（☎35-8117）までご連絡下さい。

青少年国際交流キャンプ 参加者募集
期　間：8月1日（月）～8月5日（金）4泊5日
場　所：静岡県立朝霧野外活動センター
定　員：日本人80名　外国人20人
対　象：小学3年生～中学3年生
内　容：富士登山、テント生活体験、野外炊飯体験、
　　　  キャンプファイヤー、ワイドゲーム
　　　  アンダースタースリーピング（野宿体験）など
締　切：7月8日（金）
　参加費、説明会等詳細につきましては下記問い合わせ
先までお願いします。
【問い合わせ先・資料請求先】
公益財団法人　国際青少年研修協会　☎03-6417-9721

休日や夜間に、いつもの薬局に電話をかけてもつながらない時は、
下記の電話にご相談ください。薬剤師がお答えします。
　　　　 〔開設時間〕月～土　夜間（午後9時～午前9時）／日・祝 終日

休日・夜間お薬電話相談 一般社団法人 滋賀県薬剤師会

☎0749-22-7811
彦根市・長浜市・米原市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町

第37回

事　業・受付時間 健診日 対　象 持ち物など

4 か月健診
午後１時 45分～２時

5月 24日（火） 平成 28年 1月生まれ 母子健康手帳・バスタオル・
健診質問票・おたずね票・
すこやか親子おたずね票６月 28日（火） 平成 28年２月生まれ

10 か月健診
午後 1時～ 1時 15分

5月 24日（火） 平成 27年 7月生まれ 母子健康手帳・健診質問票
おたずね票・食事調査票６月 28日（火） 平成 27年８月生まれ

1 歳 6か月健診
午後 1時～ 1時 15分

６月　７日（火） 平成 26年
10月・11月生まれ

母子健康手帳・健診質問票・おたず
ね票・食事調査票・すこやか親子お
たずね票・タオル・コップ

3 歳 6か月健診
午後 1時～ 1時 15分

5月 18日（水） 平成 24年
10月・11月生まれ

母子健康手帳・健診質問票・おたず
ね票・視力検査問診票・歯の生活習
慣おたずね票・すこやか親子おたず
ね票・タオル・コップ

乳幼児相談
午前９時 30分～ 11時

５月 17日（火）
　　27日（金）

計測、お子さんの健康
や子育て、栄養相談に
ついて相談がある人（予
約不要）

母子健康手帳
「母乳が足りているのかな？」「言葉
が遅い気がするかも？」「子育ての
振り返りがしたい」など気軽にご相
談下さい♪

６月　７日（火）
　　24日（金）
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(５月16日～６月11日)

＋
3,630 3,794 7,424 2,889
5 10 15 11＋ ＋＋

図書館・社会教育課行事予定

各園・学校行事予定

５月
16日（月）身体測定（幼児） 田植え 　3・5年校医検診
17日（火）身体測定（乳児） 　人形劇観賞 同窓会助成事業芸術鑑賞会
18日（水）誕生会 鉄棒発表会、学習参観 　田植え（予定） 　転倒予防教室
19日（木）プール掃除 6年修学旅行（～20日） 　中体連春季総体 　お点前教室
20日（金）親子バス遠足 プール掃除予備 　中体連春季総体・吹奏楽祭 　うんどう教室体協
23日（月）家庭訪問（～27日まで）
24日（火）避難訓練 　4年やまのこ
25日（水）認知症予防教室
26日（木）新体力テスト、眼科検診 転倒予防教室
27日（金）シニア＆キッズ交流会 　１・４年校医検診
28日（土）アザックグラウンドゴルフ大会
30日（月）サッカー教室（5歳児、4歳児） 　中間テスト（～31日）
31日（火）ゴミ0の日の取組

６月
1日（水）5年フローティングスクール（～2日） 　転倒予防教室
3日（金）PTA役員会
6日（月）4年校外学習（びわ湖ホール・リバースセンター） 書道
7日（火）自由参観日（～8日） ４年びわ湖ホール音楽会へ出かけよう 　転倒予防教室
8日（水）電気出前授業 サッカー教室（5歳児、4歳児）
9日（木）体育大会
10日（金）体育大会予備日

５月
日 時　　間 行　事　内　容 場　　　所

21日（土）11：00～ とことこおはなし会 ○○○おはなしルーム
29日(日）～
6月29日（水） リサイクルフェア ○○○
　　　図書館休館日　　　5月（ 2日～5日・9日・15日・16日・23日・26日・30日）

６月
3日（金） 11：00～ ぴよぴよおはなし会 ○○○おはなしルーム
4日（土） 14：00～ 子どもえいが会 ○○○おはなしルーム
　　　図書館休館日　　　6月（ 6日・13日・19日・20日・27日・30日）

気をつけよう!　３月に豊郷町では、交通事故４件・犯罪７件が起きています。

体育協会体協

測定日 測定時間 天候 放射線量
4月15日㈫ 午前10時 晴 0.07μSｖ/ｈ
4月28日㈭ 午前10時 晴 0.08μSｖ/ｈ４月の

放射線量 自然放射線（通常0.01～0.2μSv/h程度）を超える数値は検出されませんでした。
※μSｖ／ｈ（マイクロシーベルト／時）
測定の場所：豊郷町役場別館庁舎　正面玄関前（地上から１ｍ）
測定の方法：測定開始時から、30秒～１分～１分30秒　３回の測定の平均値を測定結果とする
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平成28年３月21日から

平成28年４月20日届出

表紙：４月17日、愛知神社（吉田）春期大祭の様子
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◯ 交付できるもの
1.　住民票の写しの交付
2.　戸籍抄本・謄本の交付
3.　印鑑証明書の交付
4.　印鑑登録

問い合わせ　
住民生活課　☎35-8115　FAX35-4588

住民票などの時間外交付
６月は10日(金)と24日(金)です。

◯ 時間外交付する曜日および時間
1.　毎月第２、第４金曜日の17時15分～19時
　　ただし、祭日の場合は前日に変更します。
2.   ５月は、13日と27日です。

窓口インフォメーション
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６月４日～１０日は歯と口の健康週間です！
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町税の納付には便利な「振替納税」をご利用ください。
　手続きは、預金口座に使用される印鑑をご持参のうえ、
金融機関または役場へお申し出ください。

問い合わせ
税務課　 35-8119　FAX35-4575

5月の町税は？
 ２ 期………国 民 健 康 保 険 税・
１期………固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税
・
・

コンビニエンスストアでも納付できます。

○

○

前期〔５月２９日（日）～６月４日（土）〕
　雑誌を図書館内リサイクルコーナーに
並べますので、おひとり５冊まで（同タイ
トル雑誌は2冊まで）ご自由にお持ち帰
りいただけます。（前期の間は、おひとり
１回に限らせていただきます）

募集定員：各講座15人

申込方法：申込用紙に必要事項をご記入の上、受講
料を添えて社会教育課 ( 豊栄のさと内 )
まで直接お申し込みください。

応募期間：5月９日（月）～ 5月20日（金）
　　　　　詳細は、全戸配布の［文化教養講座］
　　　　　４月末配布のチラシをご覧ください。

後期〔６月５日（日）～２９日（水）〕
　雑誌を図書館内リサイクルコーナーに
並べますので、おひとり１５冊程度まで自
由にお持ち帰りいただけます。

雑誌のふろくは、６月１１日（土）から、
お分けします（おひとり1点まで）

＊＊＊  講座一覧  ＊＊＊
リボンアレンジ講座
朗読講座
美文字硬筆講座
美文字筆ペン講座
オカリナ講座

フラワーアレンジ講座
紙粘土アート講座
ガラスアート講座
陶芸講座
寄せ植え講座
※各講座４回～７回です。

NEW

NEW

NEW




